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令和5年5月18日 

内閣官房長官 

松野 博一 殿 

公明党 女性委員会 

 

 

「すべての女性のためのトータルプラン」実現にむけての提言 

 

本年４月の統一地方選挙で、公明党においては、政党別女性当選者数トップの５２７名が当

選し、女性議員が４４名増え、大きな前進を果たすことができた。その結果、全議員の

33.4％９７８名の女性議員の新たな体制となった。 

私たちは、日々、地域に根を張りながら、一人の声を聴き、政策を作り、国・地方のネットワ

ークで課題解決、政策実現に取り組んでいる。 

２０２０年１０月、公明党女性委員会は、こうした多くの女性たちの声を受け止め、真の男

女共同参画社会を目指す政策提言を発表した。そこに掲げた不妊治療の保険適用、産後

パパ育休（出生時育児休業）を実現するなど、着実な成果を上げることができ、また、その

他多くの政策を「第５次男女共同参画基本計画」に反映することができた。 

しかし、２０２２年ジェンダーギャップ指数は１４６カ国中１１６位と世界の中で大きく後れを

取っている。また、長引くコロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、エネルギー・物価高騰の進行

等が追い打ちをかけ、経済基盤の弱い、ひとり親や非正規で働く女性等へ大きな影響を及

ぼしている。 

私たち、公明党女性委員会は全国各地で、昨年１年間だけでも延べ１４００回以上の「ウ

イメンズトーク」を開催して草の根活動を展開し、さまざまな立場にある女性の声に耳を傾

けてきた。さらに有識者からのヒアリング、視察等を精力的に行い、政策提言を別添えのと

おり、｢すべての女性のためのトータルプラン｣をとりまとめた。今後、公明党女性委員会は

国･地方のネットワークで早期実現に取り組んでまいりたい。 

つきましては、政府におかれましても、｢すべての女性のためのトータルプラン｣に盛り込

まれた政策について早期実現に取り組むことを強く要望する。 
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提言 1 あらゆる分野でジェンダー平等を推進 

１－１ 男女共同参画の推進  

国は、2003年に、指導的地位に占める女性の割合を 2020年までに 3割とするとの目標を

定めたが、目標に掲げた｢202030｣は、達成できなかった。 

特に政治分野、経済分野における女性の参画が進まなかったことを真正面から受け止めな

ければいけない。 

「第５次男女共同参画基本計画」の中では、2020年代の可能な限り早期に指導的地位に

占める女性の割合が 30％程度となるよう新たな目標を掲げている。それを踏まえ、早急に

指導的地位に占める女性の割合 3割を達成し、将来的には 5割を目指す。そのための環境整

備を行うこと。 

さらに女性差別撤廃条約の実効性を高めるための選択議定書の早期批准を実現すること。 

 

１－２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大  

我が国の人口の約半数を占める女性が、政治、経済、社会などあらゆる分野において、政

策・方針決定過程に参画することは、急速な少子高齢化・人口減少の進展、国民の価値観の

多様化の中で、様々な視点が確保され、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながる。 

女性の政策・方針決定過程への参画には一定の進捗が見られるものの、諸外国に比べ、現

状において大きく差を広げられている。男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一段と

加速させることが喫緊の課題である。 

特に、政治分野における女性の参画拡大は重要である。民主主義社会では男女が政治的意

思決定過程に積極的に参画し共に責任を担い、多様な国民の意見が政治や社会の政策・方針

決定に公平・公正かつ的確に反映されなければならない。政治分野の男女共同参画を進める

上で課題の１つとなっている女性議員に対するハラスメント防止のため、国として研修や広

報・啓発等の取り組みを推進すること。また、出産育児等と活動が両立できるよう、制度整

備をすること。 

国会議員の候補者に占める女性の割合をさらに増加させるなど、政治分野が率先垂範して

女性の参画を拡大すること。 

 

１－３ 男女間賃金格差の是正  

性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは

重要な課題である。男女雇用機会均等法の施行により男女均等取扱いの法的枠組みは整備さ

れてきた。企業においても女性の職域が拡大し、管理職に占める女性の割合も上昇傾向にあ

るなど女性の活躍が進んでいる。 

しかし、労働者全体を平均して見た時の男女間賃金格差は依然として存在しており、他の

先進国と比較して大きい。給与額は、正規雇用労働者同士、非正規雇用労働者同士で比較し

ても、男女間に差異があり、年齢が上がるにつれてその差は拡大している。 

公明党の主張により、３０１人以上の事業主について、男女の賃金の差異の把握・公表が

義務化された。 

さらに実効性ある同一労働・同一賃金の徹底、非正規から正規社員への転換、女性の働く

環境整備、女性の能力開発等をさらに進め、男女の賃金格差是正に取り組むこと。 
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１－４ 選択的夫婦別姓の導入等  

日本の夫婦同姓は国連女子差別撤廃委員会から「差別的な規定」と繰り返し勧告を受けて

いる。仕事をはじめ社会における女性の活躍が進む中で、婚姻により名字（姓）が変わるこ

とは、婚姻により名字（姓）を変えることの多い女性にとって、社会経済生活をおくる上で

大きな障害となっており、活躍を阻む要因となる。また、一人っ子同士の結婚では、お互い

の名字（姓）を変えにくい場合があり、結婚の阻害要因となっている場合がある。 

令和 3年に行われた国の調査においても、特に 18歳から 49歳までの女性において「選択

的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答える人が 4割を超えており、婚姻によって名字

（姓）を変える問題に直面する若い世代から、選択的夫婦別姓制度導入を求める声が強い。

こうした現状を踏まえて、夫婦別姓を望む当事者のためにも、男女共同参画の象徴ともいえ

る選択的夫婦別姓を可能とする法改正を行うと共に、旧姓の通称使用拡大やその周知に取り

組むとともに、婚姻や離婚等による名字（姓）の変更に伴う官民の各種手続きの負担軽減の

ため、国として民間の協力を得ながら名字（姓）変更のワンストップ化を進めること。 

さらに（認知及び強制認知されていても）シングルマザーの子が父の姓を名乗るために

は、母との戸籍から父の家庭の戸籍に入れないと名乗れないのも不平等である。併せて戸籍

内の別姓を可能とするべく検討すること。 

性別役割分担意識の解消のための多様な啓発活動や、各世代を対象にした男女平等教育、

さらにジェンダーバイアスの拡散防止を進めること。 

 

１－５ 男性の育児休業取得率向上と育休制度の拡充等  

男女共同参画を進めるためには、男性の育児・家事、ワークライフバランスが不可避であ

る。男性が家事・育児を担わなければ子育て中の女性活躍は進まない。 

第一子の出産後に男性が育児や家事を積極的に行っていた家庭ほど、第二子以降が生まれ

る割合が高いという相関性も示されている。 

2021年度男性の育休取得率は 13.97％まで伸び、2022年 10月から「産後パパ育休（出生

時育児休業）制度」がスタートした。現行の政府目標を大幅に引き上げ、2025年に 1週間

以上の育休取得率を公務員 85％、民間 50％を達成するため、男女ともに一定期間、実質収

入 100％給付が受けられる制度の創設や同僚への育休応援手当創設など育休を取得しやすい

職場環境を整備するための支援を抜本的に拡充すること。 

育児休業給付制度について 2022年４月から、有期雇用労働者の取得要件が緩和された

が、非正規労働者は希望しても実際は取得するのが難しい現状がある。また、フリーラン

ス、自営業者は育児中の収入が途絶えることへの公的な支援制度が不足している。 

正規・非正規など雇用形態にかかわらず育児休業を利用できる環境の整備とともに、出

産・育児のために離職した人や自営業・フリーランス等の国民年金の第１号被保険者につい

て現行の産前・産後期間の保険料免除制度に加えて、育児期間に係る保険料免除措置の創設

に向けた検討をすすめること。 

 

１－６ 育児中の時短勤務手当等について  

育児のため通常の勤務時間で働くことが難しい人が仕事を続け、徐々に本格的な復帰を目

指せるように、育児休業明けで子育てのため勤務時間を短くして働く人向けに、時短勤務手
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当等を創設し、育児との両立、就労意欲の低下を防ぎ、就労の継続や通常勤務復帰によるキ

ャリア形成を後押しすること。 

 

１－７ 女性に対する各種ハラスメントの防止  

職場におけるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及

びパワーハラスメントの防止措置を定めた男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施

策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律及びそれら

の指針の履行確保に取り組むこと。 

職場におけるセクシャルハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、あっ

てはならない行為であるため、男女雇用機会均等法及びこれに基づく指針について、事業主

が講ずべき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等への対応も含めた望ましい取り組み

の内容を含めて周知を行うとともに、非正規雇用労働者も含め外部相談窓口の活用も含めた

有効な相談体制の整備等により、雇用の場における防止対策を推進すること。 

 

１－８ 性犯罪対策と性暴力被害者、ＤＶ被害者支援  

ＤＶ・ストーカー・性暴力等あらゆる暴力を根絶することは女性活躍の大前提であり、強

力に施策を推進すること。「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、「集中強化期間」

で実施された取り組みを踏まえ、女性に対するあらゆる暴力を根絶するために、性犯罪の厳

罰化、被害者支援の充実、未然防止に引き続き取り組むこと。その際、当事者や支援団体等

からのヒアリング等により継続的に実態把握・フォローアップし、支援策に反映させていく

仕組みを構築すること。 

また、通話料が無料化された性暴力被害者支援のための全国共通ダイヤル（＃8891）や性

暴力に関する SNS相談「Cure time」の周知を図ること。 

さらに、全都道府県に設置されている性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セ

ンターの 24時間 365日対応や医療的支援の充実などに必要な予算を確実に確保すること。 

性暴力や児童虐待について被害者の 2次被害を防ぐ観点から報道における配慮を促す取り

組みについて検討すること。 

児童生徒性暴力防止法の施行を踏まえ、児童生徒に対する性暴力等の被害実態を把握する

とともに、教育関係者への研修等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒等、さらに

はその保護者が相談しやすい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制の整備、被害

者の精神的ケアのための体制整備等を推進すること。また、被害の未然防止のため「生命の

安全教育」をはじめとした児童生徒、教職員等に対する啓発・教育を実施すること。 

ＤＶは個人の尊厳を害する重大な人権侵害であり、保護命令制度の拡充等の措置を講ずる

改正配偶者暴力防止法も活用しＤＶの防止と被害者保護のための抜本的な対策の強化を図る

こと。身体的暴力にのみ限られている保護命令の対象を拡大・強化するほか、関係機関や民

間シェルターと連携しながら、生活再建や子どもへの対応等を含め、相談・支援体制を充

実・強化すること。いわゆるデートＤＶについても、予防・被害者支援に取り組むこと。 

実際にいる場所の付近おいて見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為やＧＰＳ機器等

を用いた位置情報の無承諾取得、文書の送付等がストーカー行為として新たに追加された改

正ストーカー規制法について周知するとともに、警察による取り締まり、被害者の救済・支

援や被害の未然防止について取り組みを強化すること。 
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１－９ 性犯罪規定の見直し／「不同意」許さずの規範を明確に  

性犯罪の実態を踏まえた処罰規定の実現へ、「暴行・脅迫がなくても恐怖で動けなくなる

場合もある」との被害者の声を踏まえ、恐怖によって抵抗できなくなる状態や、監護者性交

等の罪の対象とならない行為（上司や学校の先生からの性犯罪、親からの虐待等）について

も処罰できるよう要件を拡大すること。具体的には「暴行・脅迫」のほか「心身の障害」

「アルコール・薬物の摂取」「意識不明瞭」「拒絶するいとまがない」「恐怖・驚愕」「虐待」

「経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」などを例示列挙し、

「不同意性交等罪」の創設、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の延長等を内容とした今国

会提出の刑法改正法案の早期成立を図ること。 

性的同意に関する正しい認識が社会に広まるよう、国民や司法関係者に対する広報啓発に

力を入れて取り組むこと。政府による性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」の取り

組みを着実に実施すること。 

 

１－１０ ちかん対策 若者・こどもを痴漢被害から守るための施策の推進  

痴漢は重大な犯罪であり、厳正に対処する必要がある。高校生や大学生から、本気の痴漢

被害対策を求める声があがっている。法務省の平成 31年度調査における性的事件 (過去 5

年間)被害内容別被害者数を見ると、「痴漢」が最も多く、また民間企業の調査でも女性の犯

罪被害で最も多いのが「痴漢」となっている。被害者の中でも特に 10代の若い女性は、被

害に遭っても、なかなか声を上げられず、人知れず悩んでいる場合も多いといわれている。

我が党の「痴漢撲滅の抜本的対策に向けた要望書」を踏まえて策定された、政府の「痴漢撲

滅に向けた政策パッケージ」を着実に実施し、女性専用車両・防犯カメラの増設、痴漢防止

アプリなどのＩＣＴを活用した鉄道における安全対策のさらなる推進、学校における対応の

改善、ワンストップ支援センターの拡充と周知など被害者保護、加害者に対する再犯防止プ

ログラムの実施など、関係省庁が連携して痴漢撲滅に向けた取り組みを抜本的に強化するこ

と。 

 

１－１１ 困難な問題を抱える女性への支援の強化  

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の円滑な施行に向けて、予算と人的体

制の充実強化を図るとともに、女性相談支援センターなど各都道府県での支援体制の計画的

な整備や女性相談支援員等支援に携わる人材の確保・養成・処遇改善、民間団体との協働を

図ること。特に女性相談支援員については同法に基づき、民間団体との協働や関係機関との

連携など地域における支援の中核として重要な役割を果たすため、新たに交付税措置を講ず

ることで、国として自治体の増員や常勤化の推進を図ること。民間団体支援強化・推進事業

をさらに普及させ、活用するとともに、支援を必要とする女性が、適切な情報に確実にアク

セスできるようにするためのプラットフォームを構築すること。あわせて、民間団体が自主

性を生かしつつ、継続して事業を実施できる環境整備にも取り組むこと。 

 

１－１２ ＡＶ出演被害の防止・救済  

ＡＶ出演被害防止・救済法によって新設された被害防止のためのルール、被害者救済・支

援策等について分かりやすく周知するとともに、相談・支援体制の充実、差し止めや拡散防

止措置の実効性確保、違反の厳正な取り締まり等について引き続き取り組むこと。 
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１－１３ 離婚時の財産分与  

わが国の男女の賃金格差、離婚した場合に妻が子どもを育てることが多い現状等から、離

婚時の財産分与は、ひとり親家庭の貧困問題、高齢女性の貧困問題に関わることであり、そ

うした観点からの課題の把握、ルールの整理・見直しを早急に行うこと。具体的には、財産

分与請求の期限の延長、財産分与の扶養的要素の明確化等のほか年金分割に関しても課題の

把握・制度の見直し等を行うこと。 

また、離婚時の養育費負担の取り決めについての法制化を検討すること。あわせて離婚

後、面会交流の取り決めがあるにもかかわらず実施できない父母に対して安心･安全かつ円

滑な実施を支援する面会交流支援事業をより多くの人が利用できるよう所得制限の緩和･撤

廃を進めること。 

 

１－１４ ひとり親家庭への支援  

ひとり親家庭の貧困問題は長引くコロナ禍、物価高で深刻化している。経済的基盤が整わ

ないことで食事の回数を減らし、こどもが学校で必要なものを購入できない、我慢させてい

る家庭も少なくない。このことが生きる上での活力低下につながり、生活向上のための就労

意欲を低下させ、子どもの不登校などにつながるケースもある。児童扶養手当の拡充、経済

的基盤を整えるためのリスキリングや多様な就労支援、メンタルヘルスケア、子どもが高等

教育を受ける機会を阻害しないようなひとり親家庭への包括的支援を検討すること。高等職

業訓練給付金の拡充を図ること。 

また、ひとり親家庭のさまざまな不安・負担の軽減のために、家賃貸付をはじめとする住

居支援や子どもの預かり、見守り強化などを充実すること。 

 

１－１５ ヤングケアラー等への支援の充実  

国において講じている支援の取り組み等に関する自治体の実施状況を注視しつつ、各自治

体において、集中取組期間における認知度の向上を図り、教育現場や福祉現場など関係機関

の連携を進めるなど、特にヤングケアラーの早期発見・早期対応のための施策を始めとする

ヤングケアラー支援がなされるよう、国として後押しとなる取り組みを更に強化していくこ

と。 

また障がいやがんなどの兄弟姉妹がいる、いわゆる「きょうだい児」が、時にネグレクト

状態になる、成長後も家族との関係や自身の結婚、将来設計などについてきょうだい児特有

の課題があるとの声があがっている。障害や闘病の子どもの影に隠れて見過ごされがちにな

っている「きょうだい児」の実態調査を行い、国としてサポート体制を充実すること。 

 

１－１６ 女性の視点に立った防災・被災者支援  

大規模災害の発生はすべての人の生活を脅かすが、平常時から脆弱な立場に置かれている

人々により深刻な影響を与える。国の防災施策では、災害時の避難に支援を必要とする者と

して、乳幼児、高齢者、障がい者、妊産婦、外国人等を要配慮者（災害時要援護者）と定義

しているが、要配慮者の中でも、女性と男性のニーズの違いに配慮した対応が必要である。 

まずは、人口の約半分を占める女性の声を十分反映させ、子どもや若者、高齢者、障がい

者、外国人等の多様な方々の声に応える必要がある。そこで、女性の視点に立った被災者支

援を推進させるため、中央防災会議において女性委員の割合を高めるとともに、地方防災会

議における女性登用を加速させること。併せて、国及び地方公共団体の防災・危機管理担当
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部局等への女性の参画拡大を図るため、多様な人材が活躍できるような働きやすい環境整備

を進めること。 

防災行政、災害対応と防災関連業務を男性職員が担うことが多いが、これまで災害時の女

性に対する配慮の必要性について認識が十分ではなかった。そのため、災害対応の担い手で

ある国や地方公共団体の男性を含むすべての職員が、女性の視点に立った災害対策を講じる

ことができるよう、認識・理解を深めるための取り組みを強化させること。 

子ども、障がい者、病弱者、女性らが避難場所において安心して過ごせるように、安全で

清潔なトイレ、暖かい寝床、温かい食事（避難所における TKB＋W）を確保できるようにす

ること。また災害発生前後の早い段階からホテル旅館等の宿泊施設の利用を可能とするこ

と。 

 

１－１７ 農林水産業分野での女性の活躍  

農林水産業における収益力向上やイノベーション、地域創生が期待される女性従事者の活

躍のために、妊娠・出産、育児と農業の両立などに関するサポートを充実させたり、生産性

向上や販路拡大などのための先進的好事例を学び必要となるデジタルスキルを習得できる機

会を作ったり、更衣室や託児スペースの整備等を強力に進めるなど、ソフト・ハード両面の

環境整備を着実に進めること。あわせて、女性の委員や組合役員への登用を推進し、経営面

や方針決定過程等での参画を後押しすること。 

 

１－１８ 建設・運送業界における女性活躍の推進  

建設業、トラック運送事業やタクシー・ハイヤー業等における女性活躍の推進、女性の雇

用促進を図るため、官民が連携し女性が働き続けることのできる就労環境、魅力的な職場づ

くり等の取り組みを加速すること。 

 

１－１９ 男女共同参画の実現へ 国立女性教育会館･男女共同参画センターの機能強化 

我が国唯一の女性教育のナショナルセンターである国立女性教育会館（NWEC）は、１９７

７年に設立されて以来、男女共同参画社会実現のための推進拠点として、女性教育・男女共

同参画を推進する研修、教育・学習支援、専門的な調査研究や情報・資料の提供を行うこと

により、男女共同参画社会の形成の促進に取り組んでいる。 

社会が急速に変容している現在、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮できる男女共同参

画社会を実現するため、「独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び男女共同参画センター

の機能強化に関するワーキング・グループ報告書」に基づき、機能の抜本強化、活用の促

進、体制の充実を図ること。 

あわせて各地域の男女共同参画センターを法定化するとともに、機能充実のために、担当

職員の増員、センター常駐職員の配置と活動場所の提供やセミナー企画等、提供サービスの

拡充、専門相談員や女性の弁護士による相談機会の拡充、支援を図ること。 

 

１－２０ 地域活動における女性の登用  

町内会や自治会、ＰＴＡ活動など地域活動では、男性が役員の大半を占め、長の役職は男

性、女性は副役職というような慣例が未だにあることが指摘されている。地域に根差した男

女共同参画を推進するためには地域活動団体に女性役員を登用することが不可欠である。先
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駆的に女性役員の増加に取り組む自治体の好事例の横展開や各団体へ一層の働きかけをする

など積極的に取り組むこと。 

 

１－２１ 女性・平和・安全保障 （WPS：Women Peace＆Security）に関する取り組み 

米国をはじめ各国において、紛争予防、平和構築などの安全保障関連政策に女性の視点を

取り入れる「女性・平和・安全保障」（ＷＰＳ:Women Peace ＆ Security）に関する取り組み

が進展している。 

ＷＰＳ第３次行動計画の着実な実施、関係国とのカウンターパートとなる担当官の設置等、

WPSに関する我が国のリーダーシップを内外に示す等の取り組みを推進すること。 

 

 

 

 

 提言 2 生涯にわたる教育支援  

 

２－１ ジェンダー平等へ向けた幼児期からの環境整備  

国際的にジェンダーステレオタイプが生じるのは５歳～７歳と言われ、日本でも４歳ごろ

から見られるとする研究結果が発表されている。そのイメージに沿う振る舞いや進路・職業

選択により、ジェンダーギャップが維持・拡大されるという悪循環が指摘されている。 

ジェンダーバイアスに縛られることなく、人を尊重しあい、それぞれの個性を自由に発揮

できるよう、ジェンダー平等に関する保育者への研修や、保護者への学びの機会、色や玩具

などジェンダーニュートラルな保育環境の整備などに取り組むこと。 

 

２－２ 生命（いのち）の安全教育  

生命の尊さを学び生命を大切にし、性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならない

ため、幼児期から発達段階に応じた「生命（いのち）の安全教育」の充実を図ること。 

コミュニティサイトやＳＮＳ等を通じた性犯罪・性暴力の当事者にならないために子ど

も・保護者のメディア・リテラシーの向上を図ること。あわせて学級担任や養護教諭と学校

医との連携等、相談指導体制の強化を図り、性暴力の根絶にむけて取り組むこと。 

 

２－３ 不登校の児童生徒等の学習支援  

発達障がいやいじめなど様々な理由で、小中学校で不登校になった子どもの中で、フリー

スクール、適応指導教室、不登校特例校、夜間中学、通信制高校と連携するサポート校など

に通い、学校生活を楽しんでいる子どもがたくさんいる。これらの多様な学びの場は個々の

特性を尊重しながら、将来の夢を育む貴重な場になっている。校内フリースクールの取り組

みや教育支援センターとＮＰＯ法人等との連携など公立学校における学びの時間的・空間的

多様化を推進すること。また、フリースクールの授業料などの負担軽減、通信制と通学制の

区分の見直しなどの高校制度の在り方とともに、高校と連携するサポート校に通う子どもが

高校卒業資格を取得して将来の夢に繋げられるよう、サポート校の費用も含めた負担軽減に
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ついて検討を進めること。あわせて夜間中学や不登校特例校の周知や各都道府県･指定都市

に 1校以上の設置拡大に向けた支援をすること。 

約 30万人の小中高生が不登校で長期欠席している現状に鑑み、ＧＩＧＡスクールの充実

を推進し、感染症や自然災害時等の学びの継続や、不登校や病気療養の子どもたち、特別支

援教育が必要な子どもたち、外国人児童生徒などの学びを確保し、誰一人取り残されること

のない教育の実現に向けて、全ての自治体･学校でオンライン授業やＩＣＴの日常的な利活

用が進むよう、ＧＩＧＡスクール構想の端末更新を地方任せにしないことを含め、国の責任

で各般の政策に取り組むこと。 

 

２－４ 安心して受けられる学校健診の実現  

健康診断の質を担保しつつ、児童・生徒が安心して受けられる健診に取り組むこと。学校

の健康診断において衣服を脱いで実施するものに関しては、児童生徒の性的羞恥心や個々の

事情、性的少数者を想定するなどの配慮をし、女性医師による健診の検討や児童・生徒、保

護者への十分な説明を行うとともに、個別の診察スペースを確保してプライバシーの保護に

取り組むこと。 

児童生徒への丁寧な対応のため、退職養護教諭等の派遣事業の対象に学校健診を加えるこ

と。また、脊柱の異常の見落としリスク回避のために検査機器を用いた健診へ向けて、検査

機器未導入の自治体を対象に調査研究を進めること。 

 

２－５ 子どもの文化芸術、スポーツ活動の支援・充実  

子どもたちは新型コロナウイルス感染拡大の影響で、通常の学校生活を送ることがままな

らず、友人をはじめ他者との接触も限られ、生活・学習リズム、心身バランスの崩れ等が懸

念されている。 

子どもたちの健全な心身の成長のためにも、文化芸術の力で夢と感動を与え、子どもたち

の心を揺さぶり、「人」の力のすばらしさ・信頼・絆を再び取り戻す必要がある。このた

め、学校における文化芸術体験の充実に加え、劇場・音楽堂等における文化芸術公演の鑑賞

機会の充実を図ること。同様に、子どもたちが身近な場所でスポーツ活動に親しむことがで

きるよう地域におけるスポーツ環境の整備の充実を図ること。 

あらゆる状況の子どもたちの鑑賞・体験する機会を確保するために、子どもの無料鑑賞・

体験の支援や、小中学校・特別支援学校・院内学級等への芸術団体の派遣など、子どもが一

流の文化芸術に触れる機会の確保を図ること。 

また、社会を生き抜く力を育てる自然体験などの「体験活動」の充実や、より深く生きる

力をつける読書活動・ビブリオバトル等の充実、心身の健康増進に資する「スポーツ」の振

興に向けた取り組みの充実を図ること。 

 

２－６ ＳＤＧｓの達成に向けてＥＳＤの推進  

男女の役割に関する固定的な観念や、いじめ、ＤＶなどの背景にある意識を変革し、人権

尊重やジェンダー平等、平和・非暴力等のＳＤＧｓの達成に向けて行動する人を育てるＥＳＤ

（持続可能な開発のための教育）を充実させること。 
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２－７ 金融教育の充実  

働き方や生き方の多様化や、金融トラブルの低年齢化などを背景に、人生 100年時代を生

きるために必要なお金の管理や知識、判断力を身につけるため、初等教育から高齢者まで、

全世代を通じた金融教育を推進すること。 

金融教育の教材については、資産形成や投資家育成のための教材に止まらず、家族構成の

変化や社会課題を踏まえた学習内容へと見直し、女性や障がい者、高齢者など経済弱者が直

面する課題や、離婚や退職後の生計、年金など、生涯にわたる金融のリスクと支援策の学び

を充実させた教材作成に取り組み、生きる力をつける金融教育をめざすこと。 

また、金融教育を行う教員の負担軽減のため、一人一台端末を活用した動画や模擬体験型

のデジタル教材等の充実、金融機関等と公的機関が協力して授業を支援するなど、官民が連

携して金融教育の実施体制づくりに取り組むこと。 

 

２－８ 防災教育の充実  

防災教育を第３次学校安全推進計画の柱に位置づけたことも踏まえ、学校教育における現

実的な防災知識や地域の災害リスクの学習、避難訓練やワークショップの実施、学校と地域

防災コミュニティの連携・協働など、新たな防災教育の全国展開に向けて取り組むこと。 

また「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」をもとにスフィア基準や各地

の事例を参考に、ジェンダーの視点を取り入れた防災・復興を着実に進め、女性防災リーダ

ーの育成・増員、避難所の設備水準の向上、国民の防災リテラシーの向上に取り組むこと。 

 

２－９ インクルーシブ教育の推進  

支援が必要な子どもは増加しており、子どもの教育を受ける機会の確保と多様性を尊重す

る共生社会の実現をめざし、障がいがある子どもと障がいがない子どもができるだけ同じ場

で共に学ぶとともに、個々の教育的ニーズに応じた多様な学びの場を整備する「インクルー

シブ教育システム」を推進すること。 

 

２－１０ 発達障がいに対する支援  

文部科学省が令和４年度に公立の小中高等学校の通常の学級を対象に行った調査結果で

は、「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒の割合が小中学校において

は推定値 8.8％であり、クラスに３人程度はそういった傾向がある子どもがいることがわか

った。また、高等学校においては推定値 2.2％であった。国は様々支援を行っているが、発

達障がいといってもその態様は様々で、個々の子どもによって異なり、複数の障がいを併せ

有する子どもも多い。国は、より専門性をもった保育士の育成や教師のスキルアップ支援を

行い、専門性を高めること。療育・医療関係者等の専門人材の育成を急ぐこと。 

また、特別支援学級の教師の配置について、特別支援学校同様の配置や重複障がいを持つ

子どもを対象にした特別支援学級ではその障がいの症状に応じた更なる配置の充実など、一

人一人すべての子どもたちに対する個別最適な学習計画に基づき個々の状況に応じて子ども

にしっかりと向き合える体制を構築すること。 

また、平成２９年の義務教育標準法改正により充実を図った通級指導教員の定数を有効に

活用し、一人ひとりの子どもたちの状況に応じた質の高い教育指導体制を確立すること。 

平成 30年度、高等学校における通級による指導が制度化されたところであるが、令和２

年度は通級による指導を受けている生徒数は約 1,300人と増加している。今後、発達障がい
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児が一般の高校において障がいの状態に応じた適切な指導を受けられるよう、高等学校にお

ける通級による指導のさらなる拡充と、そのための教員配置の充実を図ること。 

発達障がいの子どもが授業を理解できるように支援するためにＩＣＴの活用が有用だが、

現場では学校が認めてくれないという声が届けられている。読み書きや計算などに支障があ

る子どもたちのためのデイジー教科書やＩＣＴを活用することで授業に参加できるよう周知

すると共に、全国学力・学習状況調査のＣＢＴ化に向けた取り組みを進めつつ、不登校や療

養中の児童・生徒のためにＩＣＴを活用した遠隔授業の体制整備を図ること。また、ＩＣＴ

の活用により、いじめの解消や自殺の予防に向け、困難さに直面している子どもたちの学び

や相談の時間的、空間的な多様化を推進すること。 

放課後等デイサービス等の通所支援や保育所等における障がいのある子どもの受け入れを

実施するとともに、マザーズハローワーク等を通じ、きめ細かな就業支援等を行うことによ

り、そうした子どもを育てる保護者を社会的に支援すること。 

 

２－１１ 子どものネット依存、ゲーム依存防止対策  

スマートフォンやタブレット、ゲーム機器など、インターネットに接続できるデジタルデ

バイスは子どもに身近なものになっている。一方で「子どもが有害なコンテンツに触れてし

まわないか」「ゲームをやり過ぎてしまわないか」など、多くの保護者が心配しているが、

子どもの方がＩＣＴ機器に詳しく、よくわからないという保護者が多い。親向けの講習会

や、子どもがアクセスできるコンテンツを、契約時に年齢に応じた制限を通信会社等がかけ

ることを義務づけるなど、子どものネットゲーム依存、不適切コンテンツへの接触を防ぐ対

策を進めること。 

ネットによる誹謗・中傷の根絶のため、ＳＮＳや無料アプリ、ゲームなどの特性や、安全

なインターネットの使い方を教えるなど、初等中等教育段階から各学校現場での「情報モラ

ル教育」を推進すること。 

 

２－１２ がん教育の充実  

生涯のうち国民の二人に一人ががんに罹る状況を踏まえ、がんについての正しい理解と、

がん患者や家族などのがんと向き合う人々に対する共感的な理解を深め、自他の健康と命の

大切さについて学ぶ、がん教育の充実を図ること。その際、がん専門医や医療従事者、がん

経験者等、学校外の人材を積極的に活用し、実践的で効果的ながん教育を全国で実施するこ

と。 

また、女性特有のがんである、乳がんや子宮頸がんについては、早期発見・治療につなが

る検診の受診率を上げるための取り組みを強力に推進し、あわせて自治体による乳がん検診

の項目にエコー検診を追加し、また検診時の痛みがなく見落としも少ないといわれているＭ

ＲＩ検診の追加など、検診の負担軽減と充実に引き続き取り組むこと。 

 

２－１３ 消費者教育の充実  

インターネットに関連する消費者相談の増加や、成年年齢が１８歳に引き下げられたこと

を踏まえ、若年者が法的トラブルに巻き込まれないよう、見極める目を養うため、学校教育

のみならず、社会人も含めた消費者教育を一層充実させ、消費者被害の拡大防止や自立支援

を推進すること。 
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また、地球温暖化や家計にも影響がある食品ロスの削減や、大量廃棄が問題となっている

ファッションロス（衣服の大量廃棄）削減など、消費者への普及啓発と国民運動としての取

り組みを進めること。 

 

２－１４ 理工系に進学する女子生徒へ等の支援  

デジタル、脱炭素化等の成長分野をけん引する人材育成において、女性の活躍は、多様な

イノベーションを創出するとともに、経済的エンパワーメントにもつながるものである。女

子生徒の理工系への進学支援のために、理系科目における女性教員の増員、各分野で活躍す

る理系の女性や国際科学オリンピック等に挑戦する女子生徒の紹介など、理系を志望する女

子中高生のめざすべきロールモデルを増やし、保護者や教員、企業等へ「女子は理系に向い

ていない」といったジェンダーバイアスの解消に向けての意識啓発に取り組むこと。 

また、次世代の理系人材育成のため、初等中等教育段階からの理数教育の推進、高校改革

等による探究･ＳＴＥＡＭ教育の推進、スーパーサイエンスハイスクールなど優れた意欲･能

力を持つ児童生徒等の更なる能力の伸長を図る取り組みの推進、大学･高専における理工農

系学部の増加、理工系女子の進学･修学を応援する大学の優れた取り組みに係る全国的な展

開に取り組むこと。 

 

２－１５ 奨学金および返還支援の充実  

希望する誰もが学べる社会をつくるため、無利子・有利子奨学金に関わらず、既に卒業し

返還中の人も含め、ライフイベントに応じて柔軟に返還ができる制度を着実に実行し、必要

な人へ届く広報・周知に取り組むこと。教育費負担が重い多子世帯の学生や、イノベーショ

ンや地方創生に資する理工農系の学生について、中間層を対象として、給付型奨学金や授業

料等減免等のさらなる拡充に取り組むこと。 

加えて、地方自治体や企業が奨学金返還を支援する「奨学金返還支援制度」について、地

方自治体への周知徹底、企業の代理返還制度の活用促進を通じて、制度の全国展開を推進す

ること。 

親の収入が高いために日本学生支援機構の奨学金の対象にならない子どもの中には、大学

進学等に親の支援が得られない子どもがいる。親からの支援がない子どもが自力で大学進学

等を果たすために、親の所得にかかわらず例外的に奨学金の対象にすることを検討するこ

と。 

 

２－１６ 栄養教諭や養護教諭について  

学校において食育を担う栄養教諭の資格を取得する方法として、学校栄養職員として３年

間の実務経験があれば講習を受けて単位取得することで資格取得ができることとなってい

る。ただし、この実務経験は学校栄養職員に限られており、管理栄養士が認定こども園等で

給食提供を行った場合には認められていない。学校栄養職員だけでなくこども園や保育園で

栄養士として働いた期間を実務経験に算入し、栄養教諭資格取得できるよう検討すること。 

また、子どもたちにとって安心して話ができる存在として大きな役割を果たしている養護

教諭についてもその専門性の向上や業務の支援など必要な施策に取り組むこと。 
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２－１７ リカレント教育・リスキリングの充実  

誰もが生涯にわたって、何度でもチャンスがあり、何度でもチャレンジができ、何度でも

蘇られる社会を構築するために、絶えずスキルアップできるようなリカレント教育・リスキ

リングの後押しが必要であり、とりわけ女性・高齢者への支援が重要である。 

社会人やシニア向けの企業説明会等の機会を充実し、希望に応じて誰もが必要な能力・ス

キルを身につけ、就業機会の拡大につながる環境整備を進めること。特に、女性のライフイ

ベント、ライフステージに応じたリカレント教育の充実に取り組むこと。 

社会人の学び直しを促進するため、費用、時間、学び直しの成果の評価などの環境整備

や、大学・専門学校等を活用した社会人向けの実践的なプログラムの開発・拡充など、産学

官が一体となって強力に推し進め社会変革を促していくこと。 

社会人の学びのポータルサイト「マナパス」の充実や、リカレント教育に利用できる日本

学生支援機構の奨学金をはじめとした様々な支援制度の充実、情報提供に取り組むこと。ま

た、全国どこからでも教育が受けられるよう、リカレント教育を実施する教育機関に対して

オンラインの併用や、大学院レベルの教育プログラムの導入を促し、そのインセンティブに

ついても検討すること。 

女性役員や管理職の登用拡大に向けても、企業、団体、教育機関等に対して、マネジメン

トスキルなどの女性登用に必要な分野のリカレント教育を促すこと。 

 

２－１８ あらゆる世代でのデジタル教育の充実  

デジタル社会到来の中で、誰もが豊かで安全なデジタルの恩恵を享受できるよう、基礎的

なＩＴリテラシーの習得の機会を確保し、デジタル活用支援の充実等を図ること。 

パソコンなどの学習をすると、認知機能の強化や、コミュニケーションの量の増加など、

認知症予防につながると期待されており、中高年の認知症予防にパソコンを用いたデジタル

教育を取り入るとともに、年金以外の収入を得られるよう中高年のデジタル教育の充実を図

ること。 

また、デジタルは成長分野であり、多様な人材の活躍が必要である。人材の多様性（ダイ

バーシティ）を認め、受け入れていかす（インクルージョン）ことに、性別や障がい、国籍

や学歴など、スタートの時点で既にあるニーズに対してのサポートにより活躍の環境を整え

る公正性（エクイティ）を加えた「ＤＥＩ」（ダイバーシティ、エクイティ、インクルージ

ョン：多様性、公平性、包括性）のもと教育や就労を推進し、女性に対するデジタル人材教

育から最終的にはすべての人が活躍できるような教育、支援、環境整備へと進めること。加

えて、デジタル社会の構築にはデータの分析が重要であり、年齢やジェンダーなどのデータ

バイアスおよびアルゴリズムバイアスの排除に取り組むこと。 

 

２－１９ 生涯教育の推進  

認知症の方を対象にした学校形式のデイサービスでは、高校大学レベルの教育をおこなっ

ている。国語、数学、音楽、体育等、通常であれば集中していられない時間でも問題なく授

業が行えていた。（※教える側も認知症を患っている方もおられ、短期記憶の機能は失われていても長期記

憶は失っていない場合も多い。）身体介護に介護人材を集中させていくことができ、要介護者だけ

でなく知識と経験豊かな高齢者の方の尊厳を守り、かつ向学心にも応えられる取り組みであ

る。こうした好事例を横展開し、多様なニーズにこたえる生涯教育を地域社会全体で強力に

推進できるよう検討すること。 
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２－２０ こどもホスピス設置への支援  

がんや難病で入院や療養をせざるを得ない子どもの生活は、きょうだいや家族との日常生

活ができず、子どもの成長発達、心に、大きな影響を及ぼしている。入院・治療が長期にな

るほど、また治療が苛酷になるほど、家族と一緒に安心して過ごせる場所が大事になる。医

療や看護、保育の専門家が連携して、長期入院や療養する子どもと家族を支え、子どもと家

族が心から寛げる「こどもホスピス」を全国各地へ設置できるよう支援すること。 

また、院内学級におけるオンライン教育の推進による教育の質の向上や医療的ケア児への

支援の充実を図ること。 

 

２－２１ セクシャルハラスメント等の防止対策  

教育・研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野、芸術分野等におけるセクシュアルハラ

スメント等の被害に対して効果的な被害防止策を講ずること。 

 

２－２２ スポーツにおけるジェンダーの取り組み  

スポーツにおけるジェンダーの取り組みとして、社会全体での意識改革を図るため、学

生、社会人、スポーツ選手等のフェムテックの活用や、女性のデータを基にしたトレーニン

グプログラムの構築、ヘルスケアなどのジェンダード・イノベーションに取り組むこと。 

また、盗撮や写真・動画を使用した性的ハラスメントにより女性アスリートの人権が侵害

される事案が発生している。女性アスリートが安心して競技に集中し、スポーツを心から楽

しめるよう、盗撮や容姿への誹謗、性的ハラスメントなど人権侵害事案の撲滅に取り組むこ

と。あわせて正確な栄養知識にもとづいた指導により摂食障害等の予防に取り組むこと。 

 

２－２３ 障がい者スポーツ、文化芸術活動の支援  

性別、年齢、障がいの有無等にかかわらず生涯を通じていつでも、どこでも、誰でもスポ

ーツに親しむ環境づくりが重要である。スポーツに参加する機会が少ない障がい者が、スポ

ーツに参加することで非認知スキルを高め就業率を引き上げるという研究結果もある。障が

い者や高齢者等が身近な場所でスポーツに参加できる環境を整備すること。また、パラアス

リートの教育現場への参加促進をはじめ、あらゆる障がい者の社会での活躍を支援するこ

と。あわせて障がい者と健常者がともにスポーツに参加できる機会を増やすこと。 

子どもたちを含む障がい者が文化芸術活動に参加し、文化芸術に親しむ機会が確保される

ことが重要である。リラックス･パフォーマンスをはじめとした障がい者も鑑賞しやすい実

演芸術の公演などを含む障がい者による文化芸術活動を幅広く推進するとともに、文化・福

祉施設の取り組み強化、地域における推進体制の構築に取り組むこと。 

 

２－２４ 共生社会の構築に向けて  

地域に暮らす外国人や留学生など身近な外国人との理解・交流の機会を確保し、安全で安

心して快適に過ごせる多文化共生社会の構築を進めること。また日本語を母語としない子育

て家庭に対して母語の重要性に配慮し、支援を充実すること。 

外国人の日本語教育、多言語や「やさしい日本語」による通知等の発行・情報の伝達、外

国人の子どもに関わる教育や進学・就職相談、災害時の外国人支援など、地域や行政が協力
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して取り組みを推進するとともに、日本語教育の空白地域解消を目指して地域日本語教育の

総合的な体制づくりを推進すること。 

このため、従来の「留学」「就労」のみならず「生活」の場も視野に入れて日本語教育の

制度・基盤の強化、支援の充実を図ること。 

 

２－２５ 性的マイノリティの方々等への理解と支援  

「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律案」の早期成立を図り、

性的マイノリティの方々が学校や職場など社会的にも経済的にも安心して暮らすために、社

会全体の理解度を高める取り組みを進めること。 

同性パートナーにおける就業規則の改訂などのダイバーシティを推進する企業へのインセ

ンティブの強化や、女性や性的マイノリティの方々が創業したビジネスや活動を支援する

「ダイバーシティ投資」の強化に取り組むこと。 

同性婚については、国民的議論を深めつつ、必要な法整備に取り組むこと。 

 

 

 

 

 提言３ 女性の経済的自立支援  

３－１ 社会的ニーズの高い、より報酬の高い仕事への就労支援  

働く女性の約５割が非正規雇用であり、男性の約３倍となっていることが男女の賃金格差

の要因の１つと言われている。国は女性の経済的自立に向けて、正規雇用への転換を応援し

ている。一方で、家事・子育て・介護などのため正規雇用が困難な女性や、今、仕事をして

いないが、条件が合えば仕事をしたいと希望している女性も多い。非正規であっても家事・

育児等と両立しながらより報酬の高い（時給換算で 1,500円以上が望ましい）仕事に就ける

ようになることが望まれている。こうした女性の働く希望を叶えるためには年齢や住む場所

にかかわらず、社会のニーズが高い仕事について高い収入を得られるようになるために必要

なトレーニングを受ける機会と、民間の事業者とも協力し時短勤務やフレックスタイム制の

導入などで柔軟に働ける場を整備することの両方が必要である。このために、以下の取り組

みを推進すること。 

・家事・子育てや介護の経験を生かして、ニーズの高い、産後ドゥーラなど産後ケアをサ

ポートする人材、ベビーシッター、家事支援ヘルパーになるために必要な研修受講を支援す

るなど、柔軟に働ける環境の整備に取り組むこと。 

・子育てしながら夫婦ともフルタイムで働く世帯等が、家事・育児サービスを利用する場

合に、その費用を税控除の対象にする等を検討し、家事・子育てや介護の社会化・外注への

理解と普及に努めること。 

・民間事業者の提案を積極的に受け入れて、女性のスキルアップとそれを生かして柔軟に

働くことができる場の創出に取り組むこと。 
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３－２ 女性の起業家教育・スタートアップ支援の充実  

チャレンジ精神、積極性の向上、自己肯定感を高めるなどの効果が期待されるアントレプ

レナーシップ（起業家精神）教育について、小中高大の幅広い段階で充実するとともに、国

際展開も見据えた起業支援プログラムを強化し、大学・高専等における起業環境を整備する

こと。また、実績や元手が少ない若年層らの起業を後押しするため、融資等の支援を充実さ

せること。 

スタートアップの育成は、日本経済の成長を促し、社会的課題を解決する鍵であるが、ジ

ェンダーギャップの解消が必要であり、ロールモデルの創出、ネットワーキングの参加機会

の確保、プログラムの充実、協力者・支援者との連携など、女性起業家への支援を強化する

こと。 

 

３－３ キャリア教育・職業教育の充実  

社会人・職業人として自立できる人材を育成するため、男女共に経済的に自立していくこ

との重要性や、女性が長期的な視点に立って人生を展望し、働くことを位置付け、準備でき

るよう、進路を考える 15歳までに、体系的かつ充実したキャリア教育・職業教育を推進す

ること。 

その際、様々な困難を理由に、最初から希望を叶えられないと考えている子どもたちに、

多様な支援などの情報を提供し、必要な支援・助言につなげ、人生に活かされる職業教育へ

と強化・充実させること。 

また、職業教育の幅を広げ、子どもの才能や向いているものを見つけるために、女性の研

究者や起業家、農業従事者などジェンダー平等に配慮した多様なロールモデルへのアプロー

チや、多様な仕事に従事する大人に触れる機会の確保をすることが重要であり、一人一台端

末を活用した職業教育の充実に取り組むこと。 

 

３－４ 女性デジタル人材育成の加速化  

コロナ禍においては非正規等で働くことが多い女性がより厳しい状況におかれた。女性が

賃金水準の低い仕事から、賃金水準が高く、職務経験とともに賃金が伸び、さらに子育てや

介護等と両立できる安定した仕事ができるようにすることが女性活躍に不可欠である。公明

党は、地域女性活躍推進交付金を活用した女性のデジタルスキル取得・向上や、公的職業訓

練のデジタル分野の充実とオンライン化などに取り組み、実現してきた。さらに関係省庁が

それぞれ取り組んでいるデジタル人材育成を、特に女性に光をあてて省庁横断的に取り組む

よう「女性デジタル人材育成プラン」の作成を政府に求め、2022年４月、男女共同参画会

議で決定された。 

 

この「女性デジタル人材育成プラン」を着実かつ強力に推進し、女性の所得向上と女性進

出が遅れているデジタル分野におけるジェンダーギャップの解消、育児・介護等でフルタイ

ムの仕事ができない女性が、働く場所や時間、年齢にかかわらず柔軟な働き方ができるよう

環境整備を進め、女性活躍を推進するため、以下の取り組みを推進すること。 

 

・企業が今、求めるデジタルスキル（例：ＳＡＰやＲＰＡなど）を公的職業訓練で習得支

援することが就労に直結させるために不可欠であることから、就業の受け皿となるＩＴ企業
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等と連携し、企業が求める必要なデジタルスキルを公的職業訓練で提供し、eラーニングを

後押しし、全国どこに住んでいても受講できるようすること。 

・公的職業訓練やリスキングを通じたキャリアアップ支援などのオンライン受講を進める

ために、パソコンがない、また通信環境がない人に、パソコンや通信の貸与等の支援をする

こと。 

・デジタル分野は経験者が求められており、訓練受講後すぐに就職するのは難しい側面が

ある。訓練を終了した人が、OＪＴで仕事をしながらスキルを身に着けられるよう OＪＴ受

入れ企業への支援や、女性がサポートを受けながらチームで業務にあたれるようにするなど

経験を積む機会を得て、即戦力人材へキャリアアップできるよう国が支援すること。 

・地方での男女格差はより深刻となっている。地方から特に若い女性が流出し、地域にお

ける女性の割合が下がり続ける現状を変えるためにも、先進自治体の事例を参考にしつつ女

性デジタル人材を活用して、立ち遅れが指摘されている自治体業務や中小企業のデジタル化

を推進し、就労機会の拡大とともに、誰もとり残されないデジタル社会の実現に取り組むこ

と。 

・地方自治体が女性のデジタルスキル取得のトレーニングから就業支援までトータルで取

り組めるように国として先進的な好事例を情報提供すると共に強力に財政支援すること。 

 

３－５ 女性研究者への支援  

女性研究者が出産・育児等と両立し安心して研究を行い、活躍を続けられるよう、保育施

設の整備やサポート制度等の各種支援の充実・拡充や、積極的な採用や昇進のための業績評

価などに取り組むこと。 

 

３－６ 女性のための授乳・搾乳室、休憩室等の設置  

裁判所などあらゆる施設・企業への授乳室の設置をすすめること。加えて母乳育児を希望

する方の搾乳室や妊娠時のみならず女性一般が広く利用できる休憩室等の設置をすすめるこ

と。 

 

 

 

提言４ 生涯にわたる健康支援  

女性の半分が９０歳まで生きるという「人生１００年時代」を迎えた今、妊娠・出産・育

児期だけでなく、生涯にわたっての女性の健康の維持・増進に資する政策が重要である。 

例えば介護現場では介護が必要な高齢者を、お元気な高齢者が支えてくださっており、生

涯にわたって女性が健康でイキイキと活躍できる社会であることが国の安定と希望の未来に

つながる。そのためにも、以下の通り、全世代の女性の健康をトータルで支える仕組みを整

える必要がある。 
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４－１ フェムテックの活用推進  

女性が抱える健康やライフスタイルついての課題を最新技術で解決する新たな産業（フェムテ

ック）の普及によって、不妊治療の負荷の軽減や月経や更年期の困難の軽減等、健康を尊重

した女性活躍の推進による経済効果も期待されている。 

フェムテックの更なる開発、普及、活用の拡大を後押しすること。 

 

４－２ プレコンセプションケアの充実  

母体の健康が保たれていることにより、新生児死亡や早産、低出生体重児が減り、母子の

健康リスクが軽減されることから身体の健康意識を高める「プレコンセプションケア」が重要で

ある。 

結婚・妊娠・出産・子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであり、個々人の決定に

特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに

十分留意し、また多様な性の在り方の尊重を踏まえた上で、まだ出産することを決めていな

い女性も含め、妊娠前の女性やカップルに対して、プレコンセプションケアの推進を、学校教

育、行政、助産師会などと連携し整えること。 

 

４－３ 女性の生涯を通じた健康教育  

１０代～２０代は生涯にわたる健康の基盤となる心身を形成する重要な時期であり、生理

の重要性、体重管理等のヘルスリテラシー、思春期のメンタルヘルス、自分の身体について

の自己決定権（リプロダクティブヘルス&ライツ）、予期せぬ妊娠や性感染症の予防、避妊方

法を含めた性に関する教育など健康教育の充実を図ること。 

女性が健康に関する各種の相談・診断について、アプリやオンライン相談、女性医師の配

置など、全国どこからでも躊躇なく受けられる体制整備に取り組むこと。 

 

４－４ 女性医療等の充実  

性差医療の研究の推進や生理や更年期、女性特有の疾患など女性の健康に関する相談体制

の強化、生涯にわたる女性の健康の包括的支援が求められています。そのためには医療、保

健等の分野の人材の確保、養成を図る必要があり、特に女性医師の増加が求められている。

全医師数に占める女性医師の割合は増加しており、医学部入学者に占める女性の割合は約３

分の１になっている。しかし妊娠、出産期に仕事を中断せざるを得ないため、女性医師の就

業率はＭ字カーブの曲線を描いている。女性医師が結婚、妊娠、出産、育児等があっても希

望すれば働き続けることができ、また復職して力を発揮できるよう、勤務環境の改善と、子

育て支援等の具体的な取り組みを一体的に推進すること。 

また、医療をはじめ、様々な分野において性差を考慮してデータを蓄積・分析し、新しい

視点からイノベーションを創出するジェンダード・イノベーションを推進すること。 

 

４－５ 生理の公平の実現に向けて  

経済的な理由等で生理用品の購入ができない「生理の貧困」に対し、公明党は国会議員と

全国の地方議員が共に取り組み、地域女性活躍推進交付金を活用して公共施設や社会福祉協

議会などの窓口での配布や学校の女性トイレへの配備を進めてきた。 

生理の公平の実現には、無償配布等の取り組みを一過性、地域限定のものから、全国的、

日常的、普遍的サービスに変えていくことが不可欠であり、そのために生理用品の無償配布
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を継続・拡充するとともに、学校や公共施設、不特定多数の人が利用する施設の女性トイレ

への生理用品の配備拡大に取り組み、必要な時に誰も困らない社会を目指すこと。 

また、女性だけでなく社会全体で生理についての正しい知識の普及や理解促進を進め、必

要な時には生理休暇を取得でき、また生理痛や生理による体調不良の軽減に有効とされるピ

ル使用の金銭的・精神的負担の軽減への対策を講じるなど、社会全体で生理の公平に取り組

むこと。 

 

４－６ 働く女性のための妊娠・出産後の支援、労働環境整備 

働く女性の妊娠期間における支援・環境整備を進めていくこと。妊娠初期は流産のリスク

が高いにもかかわらず、職場に妊娠したことを知らせることをためらい、配慮を得られず流

産等に至ることもあると言われている。現行制度においても、体調に個人差や波がある妊娠

初期のみならず、妊娠中及び出産後の働く女性が健康診査等を受け医師等から指導を受けた

場合は、受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務

の軽減、休業など必要な措置を講じることが義務づけられている。企業や働く女性向けに、

生理休暇制度の活用、つわり、不育症、流産、死産等の場合に母性健康管理措置等による休

業が可能であることなど、様々な情報を提供して周知啓発を図ること。 

 

４－７ 「性と生殖に関する健康と権利（ＳＲＨＲ）」を守る社会へ 

「性と生殖に関する健康と権利（ＳＲＨＲ＝Sexual and Reproductive Health and 

Rights）」＝「産む」「産まない」は全ての当事者が周囲の支援と共に決める権利であること

の認知をすすめるとともにすべての女性の SRHRが守られ、選択が可能な社会的仕組みを整

備する必要がある。 

中絶手術について、未婚の場合は相手の同意が不要ということを周知徹底するとともに、

SRHRの考え方にもとづいて中絶の権利は本人にあることを明確にして、配偶者の同意は不

要にすること。また、「産む」選択をする場合には、母子を支援し安全に出産ができる環境

を整え、育てられない場合には社会的養育につながるよう相談体制、支援体制を強化するこ

と。 

 

４－８ 不適切な養育（マルトリートメント）防止のための環境整備 

虐待による悲惨な死亡事故があとを断たないが、そこまでの極端なケースではなくても、

親からの不適切な言動が重なることによって、子どもの心と身体にはダメージが与えられ、

一旦、脳の萎縮が起こると回復が難しいと言われている。 

この「不適切な養育」(マルトリートメント)をしていることについて、親としての自覚が

ない事も多く、正しいと思い込んでしつけがエスカレートし、虐待まで及んでいく場合も少

なくない。虐待件数として報告されている裾野には多くの隠れたマルトリートメントがある

と指摘されている。 

父母や養育者が、妊婦健診や父母教室等で不適切な養育（マルトリートメント）について

具体的な事例等を学ぶ機会をもち、適切な養育ができるよう、制度を整えること。 

 

４－９ 緊急避妊薬のＯＴＣ化の実現 

我が国の虐待死で 5割をしめるのは 0歳児であり、望まない妊娠で人知れず悩む女性が、

誕生 0日死亡や 0歳児死亡という最悪の事態を起こしてしまう現実がある。 
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レイプや性的虐待など、自分の身に起こったことを受け入れられないまま、誰にも相談で

きず 1人で出産を迎えてしまうというケースでは母子にとってリスクは高く、こういう事態

は避けられなければならない。 

海外では、緊急避妊薬（アフターピル）を薬局で購入できる制度（OTC化）が整ってお

り、妊娠を高い確率で防げる選択を女性が単独で個人が特定されない形で選べるようになっ

ているが、日本では処方薬となっているため医師の診断が必要で、６千円から２万円と費用

も高額で時間もかかり避妊に間に合わないという声も上がっている。 

2019年７月の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂により、一定の条件

を満たした場合に、初診から、オンライン診療による緊急避妊薬の処方が可能となった。そ

の後、新型コロナ感染症の拡大も踏まえ、処方箋を薬局へ直接送付することも可能になった

が、それでも意図しない妊娠をした女性にとってハードルは高く、より緊急的に避妊を選べ

るアフターピルの OTC化は、SRHRの観点からも必要と考える。処方箋なしに緊急避妊薬を

適切に利用できるよう、薬の安全性を確保しつつ、当事者の目線に加え、幅広く健康支援の

視野に立って検討すること。 

また、承認となった経口中絶薬を当事者女性が安全に利用できるよう正確な情報提供など

環境整備を進めること。 

 

４－１０ 子宮頸がんＨＰＶ検査キットの配布、定期接種の円滑化 

子宮頸がん検診の受診率は関係者の努力により年々向上しているが、いまだ５割に満たな

い状況にある。未受診の理由として、仕事や育児、介護、家事等で時間がないことや、婦人

科を受診することに抵抗がある等が挙げられている。自己採取によるＨＰＶ検査キットは、

自宅で簡単に採取することができ、その精度も上がり、陽性となった場合には病院受診の動

機付けになっているとの報告もある。国として子宮頸がん検診の受診率向上に引き続き取り

組むとともに検査キットの精度や有効性について早急に結論を出し、有効性が明確になった

場合には、ＨＰＶ検査キットの配布等、普及を図ること。 

また、2023年４月より９価 HPVワクチンが公費で定期接種できるようになったので、キ

ャッチアップ接種を含め各自治体での定期接種を円滑に進めること。あわせて男性への接種

についても検討すること。 

 

４－１１ 新生児マススクリーニング検査の拡大  

現在、新生児の時に「先天性代謝異常」を見つける「タンデムマス法」等による「新生児

マススクリーニング検査」によって、20疾患が公費で検査をされていますが、近年「重症

複合免疫不全症（SCID）」や脊髄性筋萎縮症（SMA）」も早期発見することの重要性が明らか

になっている。この２疾患を含めて公費で検査する検討を進めること。 

 

４－１２ １歳児健診の推進 

現行法（母子保健法 12条）では、１歳半と３歳児健診が法定健診になっているが、小児

科医によると、現在は法定健診ではない１歳児健診は、子どもの健康や発育のみならず産後

うつや虐待の早期発見、さらに保育園入所や職場復帰にあたっての不安解消にもつながり、

その重要性が示されている。そこで、1歳児健診を着実に実施すること。 
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４－１３ ３歳児健診にフォトスクリーナーによる眼科屈折検査の推進  

3歳児健診でフォトスクリーナーを使った眼科屈折検診による発見で治療を始めることが有

効であることが報告されている。こども家庭庁も自治体に機器の購入費用の半額補助で導入

を進めているところだが、50人に１人の割合でいるという弱視の早期発見が進むよう、３

歳児健診でのフォトスクリーナーによる眼科屈折検査を推進すること。 

 

４－１４ 小児がん、ＡＹＡ世代のがん患者の支援  

小児やＡＹＡ世代※（15歳から 39歳）に罹患するがんは希少がんが多く、研究や薬の開

発が進んでいないという課題がある。 

効果の認められている薬も諸外国では使えるが日本では承認に時間がかかり間に合わない

事態も起こっている。海外で効果の認められる希少がんの治療薬については、治験として国

内での使用を認めるなど、命を守る制度を整えること。 

あわせて、アピアランスケアを必要とするすべての患者が受けられるようにするため、医

療用ウイッグや胸部補整具等の購入費の助成を推進すること。 
※AYA 世代（Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）の頭文字をとったもの思春期（１５歳～）から
３０歳代までの世代 

  

４－１５ 歯科矯正への保険適用  

歯の矯正治療の保険適用は、国が定める先天性の病気が原因で生じている咬み合わせの異

常等に限られており、原則として健康保険が適用されない。しかし、歯並びを治して、よい

咬み合わせを実現することは、生涯にわたる健康維持の上で重要度が高いため学校健診にお

いても必要な場合に矯正歯科専門医の受診を促している。 

歯科矯正の必要性を判断する精密検査費用や、精密検査の結果、治療が必要と認められる

歯科矯正について保険適用すること。 

 

４－１６ 更年期障害へのアプローチ  

更年期とは女性の場合、閉経前後のおよそ 10年間をさすが、特に閉経前の５年は、ホル

モン（エストロゲン）バランスの乱れから、心身の不調などの大きな変化に襲われることが

多くみられ、「更年期障害」という深刻な症状になる方も全体の５％程度いると推計されて

いる。更年期障害による離職や役職辞退などによる経済損失は男女あわせて 6,300億円にの

ぼると見られており、国も調査に乗り出したところである。 

女性活躍を推進するうえで、更年期の女性を守り支える対策をとることが社会に求められ

ており、以下の点を進めること。 

① 対象年齢の女性の健診に「簡易更年期指数（ＳＭＩ）」を必須化し、ホルモン補充療法

（ＨＲＴ）や漢方療法などアクセスしやすい医療体制の整備。 

② 更年期障害等、女性の健康維持に向けた知識啓発と社会の認識を深めるために教育の

場で更年期のことを学ぶ機会を作ることや相談窓口の整備を進めること。 

 

４－１７ フレイルの対策強化  

2040年に超高齢化社会を迎えるにあたって、高齢化に伴う身体能力や心理的・社会的繋

がりが弱くなった状態（フレイル）から、要介護状態になることを防ぐことで、健康寿命を
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延伸し、生き生きとした高齢期を過ごしていける環境を整えていくことは、より一層重要で

ある。 

・適切なフレイル予防（オーラルフレイル対策や栄養（食事）の改善、身体活動、社会活

動の場の提供や移動支援など）が、特にひとり暮らしや孤立した高齢世帯にも届くよう、地

域包括支援センターや身近な施設またアウトリーチ等様々な取り組みを通じて強化していく

こと。 

・オーラルフレイル対策のための口腔体操や視覚機能の老化（アイフレイル）や加齢性難

聴（ヒヤリングフレイル）の予防や治療、適切な矯正具の購入支援等を強化し、認知症の発

生を抑えること。 

・「地域包括ケアシステム」の担い手となって誰かの「役に立つ」体験をすることは心身

の健康維持の上でも、金銭的余裕を得る上でも大切であり、より多くの高齢者が支える側、

フレイル予防の担い手になる施策も同時に進めること。 

 

４－１８ 認知症施策の推進  

認知症は誰もがなりうることから、認知症の人やその家族が自分らしく暮らし続けるため

には、認知症への社会の理解を深め、地域共生社会を目指す中で、同じ社会の一員として地

域をともに創っていくことが必要である。 

認知症に関する課題は、まちづくり、教育、生活支援など多岐にわたっており、政府、自

治体、事業者、国民等を挙げて総合的に取り組むことが重要である。なかでも若年性認知症

の症状や特性等について、早期発見につなげられるよう、知識の普及と周囲の理解の促進が

必要である。 

認知症と診断されても、希望と尊厳を持ち、安心して生きることができる社会の実現をめ

ざし、早急に基本法の成立を期すこと。 

 

４－１９ 帯状疱疹ワクチンの定期接種化  

水痘・帯状疱疹ウイルスを原因として発症する帯状疱疹は、80歳までに約 3人に 1人が

発症、特に 50歳代から急激に増加するといわれている。皮膚症状が治った後も強い痛みが

継続したり、視力や聴力が低下したりする場合もある。地方自治体による助成も一部で始ま

っているが、国として現在、厚労省で進められている議論を加速し、帯状疱疹の予防や重症

化、後遺症を防ぐために有効な「帯状疱疹ワクチン」の定期接種化を早期に実現すること。 

 

４－２０ 骨粗鬆症検診の充実  

急速な高齢化に伴って骨粗鬆症の患者が年々増加し、骨粗鬆症による骨折は、寝たきりの

原因の第 3位となっている。国として骨粗鬆症検診の実施を後押しするとともにその必要性

の周知や啓蒙など、寝たきりを防ぎ、健康寿命を延ばす骨粗鬆症の早期発見と予防のために

必要な取り組みを強化すること。 

 

４－２１ 医療的ケア児のための看護師確保の支援とレスパイト施設の充実  

医療的ケア児支援法の成立によって小中学校における管理体制、就学前施設や放課後児童

クラブ等も含めた体制が整備されることとなり、認定こども園、小学校で通所通学が可能と

なったが、中心的役割を担う看護師の確保が難しく、現状実現困難な状況が多く見られる。

そこで看護師を確保しやすい仕組みを構築すること。 
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また、親や家族が休養や休暇が取れるよう、レスパイト施設を充実させ、利用しやすい制

度と支援を進めること。 

 

４－２２ 摂食障がいの治療・支援の拡充  

拒食や過食などの摂食障がいの患者やその家族は、相談・治療・支援を受けられる窓口や

施設の情報が少ないため、長年にわたり苦労していることが多い。摂食障がいの患者数や属

性などに関する疫学調査も少なく、また本人が治療の必要性を感じることがないため深刻な

状況になる前に医療機関にいけないなど課題が多い。 

また、窃盗症（クレプトマニア）と摂食障害との関係も専門家から指摘されている。国と

して患者とその家族の実態把握を加速させる疫学調査方法の検討をすすめ、摂食障害治療支

援センターを設置するなど相談・治療・支援の窓口や医療機関を整備し、早期発見・介入の

ための人材育成、当事者団体への支援や就労支援など必要とされる支援策を進めること。 

 

４－２３ 薬物過剰摂取（オーバードーズ）防止への取り組み  

違法薬物の取り締まりが厳しくなり使用者が減少している中で、置き換わるかのように風

邪薬などの市販薬の過剰摂取（オーバードーズ）が若い世代で広がっていることが懸念され

ている。一度に服用する量を SNS上で競い合うこともあり、重篤な健康被害が出ている。市

販薬の大量購入の規制や教育の機会、家庭や学校以外の居場所作りなどを含め、オーバード

ーズを防ぐ取り組みを加速すること。 

 

４－２４ 女性のひきこもりへの支援  

内閣府の大規模なひきこもりの実態調査（2022年 11月 10歳から 69歳の 3万人を対象の

アンケート調査、回答 13769人）によると、40歳から 64歳では女性の占める割合が 52.3%

で男性より多いという実態が明らかになった。特に専業主婦では見過ごされやすく、深刻で

早期に介入が必要なケースもある。女性のひきこもりの実態や原因を探り、生産年齢期の女

性の集う場所を提供するなど、社会とつながる機会を増やし、信頼関係をもとにした一人一

人に寄り添った支援をすること。 

 

４－２５ 乳児から青年期までのバイオサイコソーシャルな視点での健康支援の強化  

日本は身体的健康では OECD諸国（38ヵ国）中 1位であるものの心理的健康は３７位であ

り、不登校や子どもや若い女性の自殺も増加傾向にある。子どもの健康について身体的な側

面だけでなく、より幅広いバイオサイコソーシャル（生物的・心理的・社会的）の視点での

評価が重要である。病気の有無にかかわらずバイオサイコソーシャルの面から支援し、将来

にわたるリスクの低減に資することができるよう、青年期まで一貫した健康支援ができるよ

うな仕組みを検討すること。 
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 提言５ 妊娠・出産・子育てへの切れ目ない支援  

公明党として、ライフステージに応じた支援策が整っていく姿を示すことで、安

心して子どもを産み育てる社会、子どもの幸せを最優先する社会の構築を実現する

とともに、少子化・人口減少という事態を乗り越えるための具体策等を取りまと

め、2022年 11月に「子育て応援トータルプラン」を発表した。ここでは、「子育て

応援トータルプラン」とは別に以下の項目を記載する。 

 

５－１ 不妊治療、不育治療の支援の充実  

2022年４月から不妊治療の一部保険適用が始まったが、さらに、相談・カウンセリング

を含め、有効性・安全性が確立したものについての保険適用の拡大や国庫補助制度の創設な

ど、さらなる経済的負担の軽減を図ること。加えて、有効性や安全性が確立した不育治療に

ついては、迅速に、保険適用を進めること。 

 

５－２ 母子手帳の電子化の推進  

デジタル化が進む中、母子手帳を紛失してもデータは残るため災害時等にも有用である、

自治体が交付する母子健康手帳の記録をデジタル化して保存・活用する母子手帳の電子化を

導入する自治体が増えている。 

2022年９月、母子手帳の見直し方針について、「母子健康手帳、母子保健情報等に関する

検討会中間報告書」が提出された。 

最新の知見を踏まえた改定を行い、より多くの自治体で電子母子手帳の導入ができるよう

支援するとともに、低出生体重児のための「リトルベビーハンドブック」の地方における作

成を支援すること。 

 

５－３ リスクある妊婦・母親への支援  

予期せぬ妊娠、あるいはその可能性により、身体的、精神的、経済的な悩みや不安を抱え

る女性が安心して相談でき、産科への同行支援を受けられるようにすべきである。公明党

は、妊娠が判明しても安定した仕事も安心して生活できる場所もない等の事情で手厚いケア

を必要としている場合に、必要な支援を受けられるように、アウトリーチや SNS等を活用し

た相談支援や居場所の確保など若年妊婦等支援事業（現在は、性と健康の相談センター事

業）を推進してきたが、まだ一部の自治体の実施に留まる状況にある。 

若年や貧困・孤立、疾病、障害等によるリスクある妊婦・母親が、居場所を得て自立に向

けたきめ細やかなサービスを確実に受けられるように、自治体の取り組みを後押しし、孤立

した妊婦・母親の居場所を全国に整備すること。 

 

５－４ 無痛分娩を選択しやすい環境整備  

日本では無痛分娩の利用は 1割に満たないが、アメリカでは 7割、フランスでは 8割が利

用しており、「痛みを緩和させる方法が今既に存在するのに、それを使わせないのは女性へ

の虐待に当たる」、「妊婦が望めば無痛分娩をする十分な理由である」という考え方が拡大し
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ている。日本における無痛分娩の安全基準を示し、情報公開の仕組みを整えるなど、全ての

妊産婦が、安全で適正な無痛分娩を一つの選択肢として利用できる環境を整備すること。 

 

５－５ 通学、通園の安全確保を推進  

保育園児の散歩の列に車が飛び込み、死傷事故が起きたことを契機に、保育所等が行う散

歩等の園外活動の安全を確保するため、小学校等の通学路に設けられているスクールゾーン

に準ずるキッズゾーンが創設された。キッズゾーンの設置を推進し、キッズガードの導入や

ゾーニングなど、ソフト・ハード面から安全対策を進めること。 

また、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校等の送迎バスに対して安全装置の設

置や、安全管理マニュアルの作成、研修の実施、幼稚園や保育園等の ICT化を進めること。 

教職員・児童（生徒・学生・幼稚園を含む）・保護者・地域のおとなや地域の機関が安全

の重要性を共感し、組織的かつ継続可能な安全の取り組みを実施し、確実に子どもたちを守

るセーフティープロモーションスクール（ＳＰＳ）の普及･推進を図ること。 

 

５－６ 子どもの権利擁護  

2022年６月に成立した改正児童福祉法において、子どもの意見表明等支援事業の新設な

ど、子どもの権利擁護に関する改正が行われた。子どもの意見表明については、できる限り

迅速に対応することが重要である。 

改正法の施行に向け、都道府県等において、引き続き、子どもの権利擁護の取り組みを推

進できるよう、「子どもアドボカシー」に関するガイドラインを早急に策定すること。 

 

５－７ がん等の長期的な治療等を必要とする母親に対する子育て支援  

がん、難病、精神疾患等の長期的な治療が必要か、または重度の障害により授乳を含む子

育てが困難となっている母親と子どもに対する生活上の支援を充実、強化すること。 

 

以上 


